
 
学校通信№ 1１ 令和２年３月２日（月） 

（学校教育目標） 心豊かで自主性のある子 
（３月の生活目標）清掃活動で身の回りを美しくしよう

            

  

 

成長する季節を迎えて 
―こんな状況だからこそ― 

 いよいよ学校の暦（こよみ）も今年度最後の月となりました。新型コロナウィルス感染拡大防止の
措置から全国の公立学校が臨時休校になりました。突然の休校に数人の子どもが、「明日からのお勉
強がこまったな、さみしいな」と不安げに声をかけてきました。ゆっくりこう返しました。「これま
でたくさんお勉強をしてきたね。その中には、生活する上で大切なこと、自主学習への取り組みやそ
の方法をたくさん学んできたね。先生がついていなくても、学んできたその力をしっかり発揮してね。」
と伝えると、子どもたちの表情は明るくなって「はい」と力強く返事して、うなずいてくれました。  
 それぞれの学年の子どもたちは、この１年間で学習面、心の面、身体の面と様々な活動を通して大 
きく成長しています。こんな状況だからこそ、必ずやってくる素敵な未来のために、「学ぶことをや 
めないでほしい、自身の身体や家族を危険にさらすことはしないでほしい」と強く強く思います。 
 令和元年度のひとつの節目となる今日。逆境を子どもの成長につなげられる機会にできればと願い
ます。いかなる状況下でも、ご支援やご協力をいただきましたすべての皆様にお礼を申し上げます。 
 
 さて、先月は「教育アンケート」にご協力をいただきありがとうございました。学校と保護者の皆
様が、それぞれの役割で子どもたちを育むために本アンケートは重要であると考えています。 
 このような状況下だからこそ、更なる前進への努力をし続けたいのです。以下結果を掲載します。 
 

 

 
 

文章での記述欄には、学校・担任へのご意見、ご感想、お礼の言葉など多数ご記入いただき、あり
がとうございました。私たち教職員にとりまして非常に励みになるお言葉を頂きましたこと感謝申し
上げます。また、その一方で学校への要望、ご意見等も頂いております。貴重なご意見として承り、
改善すべきところは、取り組んで参ります。いただきましたご意見への回答をまじえながら、保護者
アンケートの結果や分析についても以下に記します。子どもたちの育成のため、同じ目線で連携ある
取り組みができればと存じます。 
 
１ 学校教育の取組について（学校項目１，２，３について） 
 「子どもは学校に行くのを楽しみにしている（A）」の回答が前年度より４％上昇し、他においては
昨年度と大きく変わりありませんでした。学校教育目標である目指す児童の姿の実現に向けて、わか
りやすい授業や行事の精選等、工夫改善を進め、更なる努力をして参ります。令和２年度からは、新
教育課程全面実施により、これまでの行事や校時、学習内容、それに伴う評価（あゆみ）などが変わ
りますこと（※７にて別記）ご承知おき下さい。 
 
２ 読書への取組について（保護者項目５について）  
 子どもの読書への意欲や取り組みがこれまでからも低いことが課題となっていました。読書をして
いない（D）が２％改善されていますが、まだまだ読書の習慣が身についていません。本を読むとい
うことは国語力をはじめ学力をつける第一歩であります。学校では、図書室の環境整備やボランティ
アの皆様による「読み聞かせ」など本に親しめる子どもが増えるよう取り組みを進めています。ご家
庭でも是非、家族で読書をする時間を設定したり、地域の図書館に出向いたりして、活字に慣れ親し
む時間を持つようにして下さい。また、家庭学習（自主学習）についても、読書時間を設定するなど
習慣化できるよう、これまでの学級の取り組みを継続し、子どもたちの主体的な学びをめざして今後
ともご協力の程よろしくお願いします。次年度の各学年の最終校時は、下表のようになります。 
 さらに、令和２年度も、曜日を決めて短時間の放課後学習（１５分程度）を実施します。曜日は決
まり次第お知らせします。ご承知おき下さい。 
 新１年 新２年 新３年 新４年 新５年 新６年 

最
終 
校
時 

５校時まで 

（給食が始まる

までは早い下校） 

５校時まで 

火のみ６校時 

月木は５校時 

火水金は６校時 

６校時まで 

木にクラブ 

ないときは５校時 

６校時まで 

木に委員会・クラブがある。 

ないときは５校時終了後下校。 

 
３ 生徒指導に関すること（学校項目６について）  
  近年、携帯電話やスマートフォンを所持する小学生が増加しております。武庫北小学校においても
LINE など SNS による被害やネット依存症などの問題が出てきています。学校では、保護者や子ど
も向けにSNS等の危険性やその有効活用について専門家の話を聞く時間を設けて指導をしています。
保護者の皆様のご協力が得られない限りトラブル防止は不可能です。ご家庭において、携帯電話やス
マートフォンを所持させる場合は、使用内容や使用時間についてのル－ルをしっかり話し合い、保護
者の管理下においてご指導いただきますようお願いします。学校への携帯電話等の持ち込みは禁止し
ています。また、集団生活をする上で、学校や社会のルールを守ることは、子ども一人ひとりを守る
事につながります。教職員が子どもの言動への指導を徹底して行うためにもご理解の程お願いします。  
 令和元年度から、全学年において放課後学習が始まっています。放課後学習がある日は、教員は学
年や学級の放課後指導に入ります。そのため、子どもたちの学習が終了した後には速やかに下校させ
ます。放課後、運動場等の学校施設は、教職員の目が届かなくなりますので残らないようお願いしま
す。子どもたちの下校時刻は、時間割の最終校時の時刻を目安にしてください。なお、学校で放課後
に遊びたい人は、安全上の観点から「こどもクラブ」に登録してくださいますようお願いします。 
 
４ 交通安全や不審者対策に関すること（学校項目８について）  
 子どもたちの登下校の安全は、育友会の皆様、地域ボランティアの方々、地域学校コーディネータ
ー、警察の皆様に見守りと支援をしていただいています。過日開催されました地域連携協働会議によ
る話し合いの中で｢非常変災時の登下校について」や「不審者対策として校門施錠の徹底」等、子ど
もたちの安全に関する地域の皆様との連携が着実に進んでいることを心強く感じています。いざとい
う時、学校発信だけではなく、子ども達が帰る地域の状況を地域の方から御連絡いただけるネットワ
ークもできつつあります。このようなことから、情報を得るため、伝えるために、「ミマモルメ」の
更なる有効活用を考えています。任意ではございますが、「ミマモルメ」にご加入いただくことをお
願いします。これからも、様々な関係機関と連携を密にとって参ります。 
 また、不審者対策として、安全管理員さんが午後の子どもたちの下校の時間帯に校門に立っていま
す。そのため、午前中は、校門の施錠を厳重にしています。モニターによる確認がしっかりできるよ
うにご来校時には保護者名札を必ず着用願います。なお、学校を後にされるときにも、しっかりと施
錠できているかご確認下さい。参観日等であっても、時間帯によっては、施錠されている場合があり
ますので、インターフォンを押していただきますよう、お手数おかけしますがご理解のほどお願いし
ます。 

 校長 桑野 光枝 

【選択肢】Ａ⇒そう思う Ｂ⇒どちらかといえばそう思う Ｃ⇒どちらかといえばそう思わない Ｄ⇒そう思わない 

表中の数字は選択された方の人数、（ ）内は割合（選択数÷有効回答数）で表示しています。 

今回の回収数は371枚です（配布数は398枚）回収率は全体97％。（昨年度は95％一昨年度96％） 

（※回答欄にご記入がない場合もありましたので、同回答数でも％が違う場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

項

目 
学校アンケート 

A 

そう思う 

Ｂ どちらかと

いえばそう思う 

Cどちらかといえ

ばそう思わない D そう思わない 

１ 
学校教育目標「心豊かで自主性のある子」やめ
ざす児童像（思いやり・学び続ける・体を鍛え
る）を実現するため学校は努力している。 

1１８ 

（３１％） 

２２４ 

（6０％） 

１８ 

（４％） 

２ 

（1％） 

２  子どもは、学校に行くのを楽しみにしている。 
2２０ 

（5９％） 

1２０ 

（3２％） 

2３ 

（6％） 

４ 

（1％） 

３ 子どもは、授業がわかりやすいといっている。 
1１９ 

（3２％） 

2０７ 

（5５％） 

３４ 

（９％） 

５ 

（1％） 

４ 
「参観日」や「学校行事」など、子どもたちを
見る機会は適切に行われている。 

１９５ 

（５２％） 

1６８ 

（４５％） 

２ 

（1％） 

1 

（1％） 

５ 懇談会の回数や内容は、適切である。 
1７１ 

（４６％） 

１８４ 

（4９％） 

９ 

（２％） 

３ 

（1％） 

６ 
子どもたちの健全な成長を願い、生徒指導（生
活）を適切に行っている。 

１３４ 

（3６％） 

2０８ 

（5６％） 

２２ 

（５％） 

２ 

（１％） 

７ 
道徳・人権教育・福祉教育・環境教育など「心
の教育」の取組みは適切である。 

1１５ 

（3１％） 

2２７ 

（61％） 

２１ 

（５％） 

２ 

（1％） 

８ 
児童の安全対策（安全指導・不審者対策・防災
訓練・校外児童会・集団登下校・安全管理員・
保護者証等）は適切である。 

１２８ 

（３４％） 

１９８ 

（53％） 

３３ 

（８％） 

７ 

（1％） 

９ 
学校は、花壇・掲示物・清掃等環境美化に努力
している。 

１３７ 

（３６％） 

204 

（5４％） 

1９ 

（5％） 

２ 

（1％） 

10 
子どもたちが健康に生きていくための食育指導
を適切に行っている。 

1５５ 

（4１％） 

１９９ 

（53％） 

１０ 

（2％） 

1 

（1％） 

項

目 
保護者のみなさまへ 

A 

そう思う 

Ｂ どちらかとい

えばそうである 

C どちらかといえ

ばそうではない D そうではない 

１ 参観や懇談・講演会等の行事に参加されましたか。 
2０１ 

（５４％） 

1３１ 

（3５％） 

２５ 

（６％） 

９ 

（２％） 

２  子どもの学習内容や学校生活について知っている。 
11８ 

（31％） 

２０８ 

（5６％） 

36 

（9％） 

３ 

（1％） 

３ 子どものノートや学習プリント等を見ている。 
１２９ 

（3４％） 

18４ 

（4９％） 

4３ 

（1１％） 

１０ 

（２％） 

４ 
子育ての不安や悩みなどをあったとき、学校に相
談しやすいですか。 

１１７ 

（31％） 

19６ 

（52％） 

4１ 

（１１％） 

9 

（2％） 

５ 
子どもは、一週間に１冊程度、読書（マンガを除
く）をしている。 

9７ 

（2６%） 

８６ 

（2３%） 

10８ 

（2９%） 

７３ 

（１９%） 



５ 環境美化について（学校項目９について） 
 毎日の清掃活動において、児童は掃除の意義を学び考えながら取り組んでいます。児童が分担して清
掃する場所は、どの場所も熱心に取り組んでいますが、トイレ等、汚れが取れ切れていないこともあり
ます。学校施設に耐震性があるとはいえ、建物自体が古いので掃除しにくいところもあります。引き続
き、尼崎市施設課とも連携し修理や部分的な改築をお願いして参ります。ご理解のほどお願いします。 

 

６ 緊急連絡について  
 平素からミマモルメで発信する情報を注視しご対応いただきありがとうございます。今年度も、警報
発令への対応等で全学年へ複数回にわたり発信させていただきました。気象情報に関しては、年度初め
にお配りしている保存版の緊急時対応プリントに従って、ご家庭でご判断いただいております。 

 なお、尼崎市小学校共通で、震度５弱以上の地震時は、ただちに児童を保護者のもとにお返しする観
点から、ご家族への引き渡しを行います。お迎えをお願いします。しかし、交通機関等の状況により、
お迎えが不可能な場合は、個別に対応いたしますのでご連絡ください。また、震度５弱未満であっても、
校舎等の状況により、引き渡し（お迎えいただく）することもあります。その場合、ミマモルメにて緊
急の連絡をします。ご了承ください。  

 校区内外の不審者情報や知らない人からの声かけ事案などについては、隣接地域の情報を尼崎市教育
委員会及び警察関係機関と連携しメール配信しています。メールの重複や情報の混乱を避けるため、
学校からミマモルメを配信しないこともあります。ご了承下さい。なお、詳細や広域の情報もお知り
になりたい場合は、「ひょうご防犯ネット」http://hyogo-bouhan.net/への登録をしてください。 

 

７ 令和２年度、かわります。  
（１）「計算科」の科目は、なくなります。（３、４年生） 
（２）プログラミング教育が、はじまります。 

 プログラミング教育という教科が新設されるわけではありません。算数や理科、総合的な学習の時
間など教科の中で実践されていくものです。プログラミング教育を通じて、物事には手順があり、手
順を踏むと物事をうまく解決できるという、論理的に考えていく「プログラミング的思考力」を育
てます。小学校でのプログラミング教育として、もちろんパソコンやタブレットなどの ICT機器を
使った授業もありますが、ICT機器を使わないプログラミング教育もあります。 

（３）教科書が変わります。 
  新しく改訂された教科書が新学年で無償配付されます。 

 しかし、臨時休校のため充分に学習できていない単元の補充や、改訂による旧教科書の持ち上が 
り（新学年でも使用する）のため、本学年で使用していた全ての教科書（ノートも含む）を大切に 
すぐ取り出せるところに保管しておいて下さい。片付けたり、捨てたりしないでください。２冊目 
は無償で配付されません。各自お買い求めいただくことになります。ご注意下さい。  

（４）校時表も変わります。 
 ①３、４年生は「計算科」がなくなり、外国語活動が導入されます。 
 ②５、６年生は外国語活動が、外国語（教科）になります。 
  ３～６年の年間総授業時数が３５時間増えます。このことから、校時表も変わります。 
  なお、学期はじめや学期おわり、教職員研修日等には、午前中授業になります。給食のある日は、 
 給食終了後の下校となります。そのため、下校時刻が変わる日があります。このような場合は、あ 
 らかじめ学校・学年便り等でお知らせしていますので、お便りは常にご覧いただきますようお願い 
 します。 
（５）放課後学習は、来年度もあります。 

放課後学習がある日は、教員は学年や学級の放課後指導に入ります。ですから、学習が終了した児
童は速やかに下校させます。放課後、運動場等の学校施設は、教職員の目が届かなくなります。放課
後学習が終わったら、残らずに帰るようお声がけください。 

（６）あゆみ（評価）が変わります。 
  新学習指導要領完全実施に伴いあゆみの評価の観点が変わります。４観点から３観点の評価に変
わります。ご理解下さい。 
（７）組体操に制限がかかりました。（６年生） 

組み体操の高さに制限がかかることになりました。兵庫県教育委員会の指導により、取り組める技、 
 取り組めない技が具体的に通達されました。具体的な内容（来年度のこと）は、これからになります。  

 まずは、お知りおき下さい。 

 

（８）さわやかマラソン、マラソン大会はなくなります。 

  これまで１１月～１２月に実施してきたさわやかマラソン及びマラソン大会は、新学習指導要領実 

 施における大幅な教育活動の見直しにより、次年度からは実施いたしません。しかし、子どもたちの 

 「体力の向上」の一環としてこれまで実施してきたマラソンは、大切な教育活動であったことから 

 今後もマラソンに代わる体力づくりに取り組む方向で現在検討・準備しています。ご理解下さい。 

（９）家庭訪問の方法が変わります。 

  ４月から５月にかけて実施している家庭訪問についてです。保護者の皆様には、これまで家庭訪問 

 の期間中、夜の時間帯に訪問時刻を捻出していただくなど様々にご負担をおかけしてきました。そも  

 そも家庭訪問の目的は、【①子どもが帰るご自宅を確認すること ②年度初めのご挨拶をかねて、保 

 護者の皆様のお話（お子様の生活や学習のこと等）をお聞きすること】です。目的を果たし、かつ保 

 護者の皆様のご負担に配慮する方向で家庭訪問の方法が変わりますことをお知りおき下さい。詳細は、 
 次年度４月に配付する「家庭訪問のご案内（日程調整の用紙）」のお便り等でお知らせします。 

  

８ お知らせ 
 尼っこステップアップ調査（12月実施の全学年テスト）の結果が届きました。成績表を本日３月 

２日（月）に児童に持ち帰らせます。お子様から受け取っていただきますようお願いします。がんばり
を褒めていただき、次年度さらにがんばることを確認する一助にしていただければと思います。 

 なお、尼っこステップアップ調査は毎年行います。成績表は、ご家庭で大切に保管していただきます
ようお願いします。                                

 
 

 
お知らせとお願い 外部からの情報が断続的に更新されている状況です。３、４月の予定は確定し次 

           第ミマモルメにてお知らせいたします。 なお、休校中は家庭学習（自主学習）と 

          なります。感染防止の為の休校なので、不要不急の外出は避けるようお願いします。           

       の主な予定… 現時点では全て未定です。大幅な変更の可能性があることをご承知おき下さい。 

月 火 水 木 金 土 日 
      １ 

       

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

 
 放送朝礼 臨時休校 

（家庭学習） 
  

  

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

臨時休校 
（家庭学習） 

      

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

臨時休校 
（家庭学習） 

  （６年）卒業証書
授与式（予定） 春分の日   

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

臨時休校 
（家庭学習） 

 修了式（未定） 春季休業日    

６日(月)  新6年生登校日 

７日(火)  始業式 

８日(水)  入学式 

13日(月) 給食開始(2～6年) 

16日(木) 全国学力テスト(6年) 

21日(火)   参観・懇談(5・6年) 

22日(水)   参観・懇談(2～4年) 

23日(木)   参観・懇談(1年) 

24日(金)   参観・懇談(くすのき学級) 

27日(月)    給食開始(1年) 

28日(火)～ 家庭訪問 

臨時休校、休日、春季休業日と、長い期間、家庭で過ごすことになります。どうか、外出を控え、規則正しい生
活の計画を立て、鉛筆を持って姿勢良く座って学習する時間を少しでも構いませんので設け、続けさせて下さい。 


